
 

ユニット・タイプ・シンボル 
 
 装甲（自動車化）ユニット 
（VP損失 [24.41]）            
                     
   装甲               これらのユニットは、 

以下について「装甲」と 
   装甲対戦車            見なされる。 
 
   装甲工兵             １．装甲消耗 [16.33a] 
                    ２．CAB [15.57] 
   突撃砲*              ３．同一装甲師団効果  

[15.58] 
 自動車化ユニット                      ４．TEC上で装甲半減 
                    注釈：装甲工兵と突撃砲 

捜索（偵察）           は、上記４つの状況にお 
                    いて「装甲（自動車化）」 
   オートバイ歩兵          と見なされない。 
 
   自動車化歩兵 
 
   自動車化工兵           *（枢軸軍のみ：） 
                    掩蔽壕破ユニット・タイプ： 
   自動車化対空砲           １. 突撃砲  
                    ２. 自動車化対空砲 
   自動車化対戦車          ３. 対空砲 [15.44] 
 
非自動車化ユニット 

 

   歩兵 
 
   山岳歩兵 
 
   空挺／落下傘歩兵 
 
   保安 
 
   国境警備 
 
   スキー 
 

   工兵 
 
   騎兵 
 

   司令部 
 
   基地ユニット 
 
   対空砲 
 
   対戦車 
 
   野戦砲兵 
 

   ロケット砲兵 
 

   沿岸砲兵 
 

   鉄道砲兵 
 

超重砲兵 
（機動モード） 

   超重砲兵 
   （射撃モード [シルエットは異なる] 
 

 特殊ユニット 
 

   装甲列車 
 

   小艦隊 
 
 
 

ユニット・タイプ・ボックス・カラー 
ソヴィエト親衛： レッド  枢軸ルフトヴァッフェ／ 

落下傘：    ライト・ブルー 
   

ソヴィエト民兵： イエロー  
    

ソヴィエト海軍： ブルー 

  

クリークス・マリーネ  ブルー 
    

ソヴィエト NKVD：グリー

ン 
 ドイツ装甲師団と自動車化組織： 

各主要組織は、全構成ユニットが識別

カラーを共有する。 
 

   

ソヴィエト空挺：ライト・ブ

ルー 
 

ユニット・カラー 
ソヴィエト軍 
地上ユニット： ブラウン・ブロンズ 
  

航空ユニット： ブラウン・カッパー／レッド地 
 
枢軸軍 
ドイツ軍非SS地上ユニット： ライト・グレイ 
  

ドイツ軍SS地上ユニット： ブラック 
  

ドイツ空軍ユニット： スカイ・ブルー／ブルー水地 
  

ドイツ空軍地上ユニット スカイ・ブルー 
エストニア人地上ユニット 青帯を有すグレイ 
ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞ軍地上と航空ユニット 青帯を有すホワイト 
  

ハンガリー軍地上と航空ユニット ダーク・ブルー 
  

イタリア軍地上と航空ユニット ライト・パープル 
  

ルーマニア軍地上と航空ユニット メディアム・グリーン 
  

ｽﾛｳﾞｧｷｱ軍地上と航空ユニット ライト・グリーン 
  

ウクライナ人地上ユニット ライト・タン 
 
 

情報マーカーの見本 
 

宣言攻撃   鉄道堡   鉄道切断   鉄道切断    鉄道MP 
（複数へクス） マーカー 

 
 
 
 

拠 点    建設中    天 候     妨  害      ゲーム 
               拠点                レヴェル    ターン 
 
 
 
 

緊急補給   非補給下    鉄道橋    守備隊    破壊された 
               爆 破   ヘクス     陣地線 

 
 
 
 
   補充受領    蹂 躙    城塞破壊   活性化済   破壊された 

陣地帯 
 
 
 
 

命 令    追加退却   退却不可      道路網     道路網 
                        限 度     悪天候 
 
 
 
 

ｽﾃｯﾌﾟ損失   補充記録     燃料欠乏   移動不可     VP記録 
記録ﾏｰｶｰ    マーカー                   マーカー 

 
 
 
 
 

BARBAROSSA：AGC－チャートと表カード＃２ 

 これらのユニット・タイ 
プは、砲兵損失について「砲 
兵」と見なされる [24.41]。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


